
別紙１

２６４ 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

【医薬品名】ケトプロフェン（クリーム剤）

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

［禁忌］の項の「チアプロフェン酸、スプロフェン、フェノフィブラート及び

オキシベンゾンに対して過敏症の既往歴のある患者」の記載を

「チアプロフェン酸、スプロフェン、フェノフィブラート並びにオキシベン

ゾン及びオクトクリレンを含有する製品（サンスクリーン、香水等）に対

して過敏症の既往歴のある患者」

と改め、

「光線過敏症の既往歴のある患者」

を追記し、［重要な基本的注意］の項の光線過敏症に関する記載を

「光線過敏症を発現することがあるので、使用中は天候にかかわらず、戸外

の活動を避けるとともに、日常の外出時も、本剤塗布部を衣服、サポータ

ー等で遮光すること。なお、白い生地や薄手の服は紫外線を透過させるお

それがあるので、紫外線を透過させにくい色物の衣服などを着用すること。

また、使用後数日から数ヵ月を経過して発現することもあるので、使用後

も当分の間、同様に注意すること。異常が認められた場合には直ちに本剤

の使用を中止し、患部を遮光し、適切な処置を行うこと。また使用後は手

をよく洗うこと。」

と改め、［適用上の注意］の項に新たに「使用方法」として

「使用後、手をよく洗うこと。」

を追記する。


